
 1

大原大学院大学大原大学院大学大原大学院大学大原大学院大学学位学位学位学位規程規程規程規程    

（目 的） 

第 1 条 大原大学院大学（以下「本学」という。）が授与する学位については、本学学則に定め

るところによるほか、この規程の定めるところによる。 

（学位の名称） 

第 2 条 本学で授与する学位は、専門職学位とする。 

2. 専門職学位の名称及び付記する専攻分野の名称は、次の通りとする。 

会計研究科  会計専攻        会計修士（専門職）    

英文名：Master of Business Administration in Accounting 

（学位授与の要件及び決定） 

第 3 条 前条の学位は、本学学則第 30 条第 1 項に定める要件を満たす者に授与する。ただし、

同学則同条第 2項によって、選択により、修士論文を作成し、学位を取得しようとする者は、必

要な研究指導を受けた上、修士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならな

い。 

（修士論文の提出） 

第 4 条 修士論文は、在学期間中に提出しなければならない。 

2. 修士論文の提出に関しては、本学授業科目の履修に関する規程において定める。 

（修士論文の審査） 

第 5 条 修士論文の審査及び最終試験は、教授会から選出された教員 3 名以上からなる審査委員

会がこれを行う。 

 2. 審査委員会は、指導教員を主査とし、当該修士論文に関連する授業科目担当教員を副査とす

る。ただし、教授会が特に必要と認めたときは、前項以外の教員を審査委員会に加えることがで

きる。 

（審査の方法） 

第 6 条 審査委員会は修士論文の審査及び最終試験を行う。 

2.  最終試験は、提出された修士論文を中心とし、これに関連する研究領域について、口頭試問

により行う。 

3.  審査及び最終試験は、在学期間に終了しなければならない。 

（審査の報告） 

第 7 条 審査委員会は、修士論文の審査及び最終試験の結果を教授会に文書で報告しなければな

らない。 

（教授会の審議・決定） 

第 8 条 教授会は、本学会計研究科の課程修了を審議・決定して、学長に報告する。 

（学位記の授与） 

第 9 条 学長は、教授会の報告に基づき、本学会計研究科の課程を修了した者に学位を授与し、

別記様式の学位記を交付する。 
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（学位授与の取消し） 

第 10 条 本学において学位を授与された者に、不正の方法により学位の授与を受けたこと、名誉

を汚す行為があったこと、その他これに準ずる行為があったときは、教授会の議を経て、その

学位の授与を取り消すことができる。 

附   則 

この規程は、平成 18年 4 月 1 日から施行する。 

附   則 

この規程は、平成 19年 4 月 1 日から施行する。 

附   則 

この規程は、平成 21年 4 月 1 日から施行する。 

附   則 

この規程は、平成 26年 4 月 1 日から施行する。 

       なお、平成 25 年 4月 1 日以前の入学者については従前の規程による。 
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